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運動会日和 

 

 

朝 6 時 40 分，運動会の開催を告げる花火が

上がりました。花火の業者さんに聞いたとこ

ろ，今日上げる花火は 6 件と言っていました。

近年，花火の音に対する苦情が増え，花火を上

げない学校が減っていると聞きました。 

 今年の運動会のスローガンは「一致団結～全

力で楽しんで全力でがんばる～」子どもたちが

考えました。このスローガンのもと，子どもた

ちはこれまでの練習の成果を発揮してくれまし

た。天候も運動会日和，風がおだやかに吹き，

曇り空で，本当に絶好のコンディションのもと

での運動会になりました。かけっこ・徒競走，

学年部の表現，そしてリレー。運動会の恒例種

目である玉入れ，綱引きは感染症を考えたと

き，種目としては入れませんでした。演技中は

マスクなし，それ以外はする。室外で校庭が広

い本校，本校に合った運動会ができたと思いま

す。そして，私によっても校長として最後の運

動会になりました。熱中症になった子どももな

く，みんな元気に活躍できた運動会でした。 

 

教員免許更新制が廃止 

5 月 11 日、参議院本会議において、「教育公

務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正す

る法律案」が可決、成立しました。本法律は、

普通免許状及び特別免許状の更新制を発展的に

解消するものであるとしていますが，更新制の

廃止がなされたとみるべきだと思います。 

  教員免許制は，平成 19 年 6 月に教育職員免

許法が一部改正され，平成 21 年から実施され

てきた制度です。教員として求められる資質能

力を維持し，最新の知識や技能を定期的に身に

付けることにより，教員としての自信と誇りを

もって教壇に立ち，社会の尊敬と信頼を得るこ

とを目的にしたものでした。 

 ところが，令和 3 年 11 月に開催された中央

教育審議会の「令和の日本型学校教育」を担う

教師の在り方特別部会と，初等中等教育分科会

教員養成部会との合同会議で，教員免許制を発

展的に解消していくことが了承されました。免

許更新講習の実施内容や方法，費用など様々な

面で課題が顕在化してきたことによります。 

 今後は，免許の有効期限を迎える先生方は大

学などで更新のための講習を受ける必要がなく

なります。授業日のない土曜日や日曜日，長期

休業期間を利用して講習を受けたり，通信講座

で受けたりしていたのが現実です。これから

は，免許更新の手続きが必要なくなることにな

ります。企業に勤めていて更新を行っていない

人の免許も効力を持つことになります。 

 

 


